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諮問第109号

答 申

第１ 審査会の結論

福島県知事（以下「実施機関」という。）が、平成26年６月23日付け26原第128号で

行った「平成25年２月21日付け復命書（被災者支援に関する資源エネ庁、厚労省との

打合せ）」外16件の公文書（以下「対象公文書」という。）を一部開示とした決定につ

いて、当審査会は次のように判断する。

１ 別表１に掲げる「実施機関不開示部分」については、同表「審査会の判断」のとお

りにすべきである。

２ 別表２に掲げる部分については、不開示とした実施機関の判断は妥当である。

第２ 異議申立てに係る経過

１ 異議申立人は平成26年５月８日付けで、福島県情報公開条例（平成12年福島県条例

第５号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対して、「応急仮設

住宅（民間賃貸借り上げも含む）に関する国との話し合い内容を記した打ち合わせ記

録簿、復命書、やり取りの際の参照資料まで協議内容と結果の分かる記録一切。※平

成25年１月以降」という内容の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。

２ これに対して実施機関は、平成26年６月23日付けで、本件開示請求に対応する公文

書として平成25年９月27日付け「災害救助法による救助の特別基準について」外４件

の文書を特定して開示決定をするとともに、対象公文書を特定した上で、そのうち

「県内自主避難者の借上住宅、借上住宅の住み替え及び今後の供与期間延長に関する

内容」に関する部分は「国、県において検討・協議中の情報に該当し、開示すること

により、今後の自由かつ率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれ、

また、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、県民等の間に混乱を生じさせるおそ

れがあるため。」との理由により条例第７条第５号に該当するため、当該部分を不開

示にする一部開示決定を行い、異議申立人に通知した。

３ 異議申立人は、平成26年７月22日付けで、行政不服審査法（昭和37年法律第160

号）第６条の規定により、本件処分を不服として、実施機関に対し異議申立てを行っ

た。

４ 実施機関は、平成26年８月７日付け福島県指令原第190号により異議申立人に対し

て補正を命じ、異議申立人は、平成26年８月27日付けで委任状及び異議申立追加書を

提出したが、同月27日に異議申立人から個人として異議申立てをする旨申し出があっ

たため、実施機関において異議申立人の適格性を確認したところ、本件処分につき異

議申立てをする法律上の利益を有する者であり異議申立人の適格性を有すると判断し

たことから、同月７日付けで命じた補正は不要となった。

５ 実施機関は、平成26年９月12日付け福島県指令原第257号により異議申立人に対し

て再度の補正を命じ、異議申立人は、同月16日付けで再度の命令に従って修正された

異議申立書を提出した。

６ 実施機関は、平成26年１０月１日付け26原第284号により当審査会に諮問を行った。
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第３ 異議申立人の主張

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、実施機関が対象公文書を一部開示とした決定を取り消すとの

決定を求めるというものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立ての理由は、異議申立書及び意見書の内容を総合すると、おおむね次のと

おりである。

(1) 不開示とされた国と県との協議は１年ごとに一定の結論が出されており、条例第

７条第５号に規定する不開示事由に該当しない。

(2) 県民及び東日本大震災と福島第一原発事故に伴う県からの避難者の生活を左右す

る重要な情報であり、公開されるべき重要な情報である。

(3) 条例第７条第５号については、アカウンタビリティの観点から開示することの利

益と開示により適正な意思決定などにもたらされる支障とを比較衡量した結果、開

示することの利益を斟酌してもなお開示のもたらす支障が重大な場合にのみ不開示

とすることの合理性が認められると解するべきであるが、実施機関は、公にするこ

とによって生じる支障が不当である理由を一切説明しておらず、明らかに条例の解

釈を誤っている。

(4) 応急仮設住宅や、それに関連する避難者向け住宅の整備状況に関する福島県の方

針や考え方、供与期間延長に関する情報は、避難者が生活再建の見通しを立ててい

くうえで不可欠な情報であり、避難者及び住民の意見を反映すべきであって、不開

示とされた情報を公開しても何ら不利益は生じない。

(5) 確定した情報のみを公開し、その決定に従わせることで「混乱を生じさせない」

とする実施機関の考え方は条例の趣旨を逸脱したものである。

以上の理由から、不開示とする理由がないので処分は取り消されるべきである旨主張

する。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が本件対象処分に係る公文書を不開示とした理由は、公文書一部開示決定

理由説明書及び口頭による理由説明を総合すると次のとおりである。

対象公文書について

(1) 本件開示請求の対象とする公文書については、東日本大震災に係る災害救助法に

基づく応急仮設住宅についての国との協議に係る復命書及び対応記録並びに発議書

関係の文書を特定した。

(2) 県内自主避難者の借上住宅及び借上住宅の住み替えに関しては、内閣府と継続し

て協議中であり、国、県において検討・協議中の情報に該当し、開示することによ

り、今後の自由かつ率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれや、

未成熟な情報が確定した情報と誤解され、県民等の間に混乱を生じさせるおそれが

あるため、不開示とした。

(3) 供与期間延長に関しては、未決定事項である平成28年４月以降の延長に係る内容

を記載した部分があり、当該部分は国、県において検討・協議中の情報に該当し、
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開示することにより、今後の自由かつ率直な意見の交換、意思決定の中立性が損な

われるおそれや、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、県民等の間に混乱を生

じさせるおそれがあるため、不開示とした。

第５ 審査会の判断

１ 公文書の特定について

公文書開示請求書に記載されている内容から、実施機関は第４の(1)のとおり本件

開示請求の対象公文書を特定しており、このことについて異議申立人と実施機関との

間に争いはないため、実施機関が行った公文書の特定に誤りはないと認められる。

２ 条例第７条第５号について

(1) 条例第７条第５号の趣旨について

本号は、県の機関又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関す

る情報を不開示とすることを定めたものである。

行政における意思決定は、審議、検討又は協議を積み重ねた上でなされるもので

あり、その間の内部情報のうち、その途中で公にすることにより、外部からの干渉、

圧力等により行政内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性

が損なわれるおそれがある情報、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、不当に

県民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報等を不開示とするものである。

(2) 条例第７条第５号の該当性について

審査会において対象公文書を実際に見分したところ、別表２に掲げる部分及び別

表１に掲げる部分のうち「審査会の判断」欄で不開示と記載した部分については、

県と国の間で県内自主避難者の借上住宅及び借上住宅の住み替え並びに応急仮設住

宅供与期間の延長についてまさに率直な意見の交換を行っている部分であり、国と

県において相互に協議し、又は内部検討している途中の情報であると認められる。

そのため、当該情報が開示された場合には、外部からの干渉、圧力等により自由

かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるこ

と、またこれら審議途中の未成熟な情報が確定した情報と誤解されるおそれがある

ことから、条例第７条第５号に該当すると認められる。

ただし、別表１に掲げる部分のうち「審査会の判断」欄で開示と記載した部分に

ついては、実施機関が主張するようなおそれが皆無とは言えないが、前段で述べた

ようなおそれがあるとまでは認められなかった。

また、別表１に掲げる部分のうち「応急仮設住宅供与期間延長に関する内閣府と

の協議（発議書等）（平成26年５月12日）」の３枚目（裏）から４枚目までの「３

自主避難者について」の表の一部について「審査会の判断」欄で不開示と記載した

部分については、戸数が僅少であることから特定の個人が識別されるおそれがある

ので、条例第７条第２号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しないため不開

示とすることが適当と認められる。

第６ 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙「審査会の処理経過」のとおりである。



- 4 -

別表１

公文書の件名 実施機関不開示部分 審査会の判断

【No.6】応急仮設住宅 １枚目（裏）の下から１行 開示

供与期間延長に関する 目～７行目並びに２枚目及

内閣府との協議（対応 び３枚目

記録及び関係資料）（平

成25年７月11日）

【No.7】応急仮設住宅 ３枚目～７枚目 開示

供与期間延長に関する

内閣府との協議（発議

書及び関係資料）（平成

25年９月３日）

【No.16】応急仮設住宅 ２枚目の県の発言要旨の５ 開示

供与期間延長に関する 番目

内閣府との協議（復命

書）（平成26年５月９

日）

【No.17】応急仮設住宅 ３枚目の１(1)の表の下２行 １行目23文字目から40文

供与期間延長に関する 字目まで及び２行目１文

内閣府との協議（発議 字目から８文字目までは

書及び関係資料）（平成 不開示。その他の部分は

26年５月12日） 開示。

３枚目の１(2)の点線の枠内 開示

中３つ目の「・」の部分全

体

３枚目（裏）～４枚目の 表中の「避難戸数」又は

「３ 自主避難者につい 「うち県外避難戸数」の

て」 欄に記載されている戸数

のいずれかが１桁である

市町村については、市町

村名、避難戸数及び県外

避難戸数を不開示。その

他の部分は開示。
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４枚目「５ 供与期間の延 １行目は開示。

長方針」の内容 ２行目から４行目までは

不開示。

４枚目【参考】の表の下 開示

５枚目～８枚目 開示

備 考 公文書の件名の欄は、平成26年６月23日付け26原第128号による公文書一

部開示決定通知書別紙（開示対象文書一覧）の表中に記載されている番号、

文書の内容、文書種別及び年月日を記載している。
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別表２

公文書の件名 実施機関不開示部分

【No.1】被災者支援に関する資源エネ ２枚目及び３枚目

庁、厚労省との打合せ（復命書）（平成

25年２月21日）

【No.2】厚労省担当官来庁打合せ記録 １枚目

（平成25年５月８日）（対応記録）

【No.3】借上住宅の住み替えに関する １枚目

打合せ記録（対応記録）（平成25年５月

24日）

【No.4】借上住宅の住み替えに係る厚 １枚目

労省との協議記録（対応記録）（平成25

年６月21日）

【No.5】借上住宅の住み替えに係る厚 ２枚目及び３枚目

労省との打合せ記録（復命書）（平成25

年７月８日）

【No.6】応急仮設住宅供与期間延長に １枚目（表）下から11行目～13行目及

関する内閣府との協議（対応記録及び び１枚目（裏）３行目～７行目及び11

関係資料）（平成25年７月11日） 行目

【No.8】応急仮設住宅の住み替え対応 ２枚目

に係る復興庁との打合せ記録（復命

書）（平成25年11月１日）

【No.9】応急仮設住宅の住み替え対応 ２枚目

に係る復興副大臣との面会記録（復命

書）（平成25年11月12日付け）

【No.10】応急仮設住宅の住み替え対応 １枚目

に係る復興副大臣との協議記録（対応

記録）（平成25年11月18日）
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【No.11】応急仮設住宅の住み替え対応 ２枚目

に係る内閣府との協議記録（復命書）

（平成25年11月27日）

【No.12】県内自主避難者、住み替えに ２枚目

関する内閣府との協議（復命書）（平成

26年１月14日）

【No.13】県内自主避難者の応急仮設住 ２枚目

宅供与に係る内閣府との協議（復命

書）（平成26年２月７日）

【No.14】応急仮設住宅供与期間延長に ２枚目の内閣府発言要旨の７番目

関する内閣府との協議（復命書）（平成

26年４月11日）

【No.15】応急仮設住宅供与期間延長に ２枚目の内閣府発言要旨の３番目

関する内閣府との協議（復命書）（平成

26年４月24日）

【No.16】応急仮設住宅供与期間延長に ２枚目の内閣府発言要旨の２番目と４

関する内閣府との協議（復命書）（平成 番目

26年５月９日）

【No.17】応急仮設住宅供与期間延長に ３枚目の１(2)の表の下３行

関する内閣府との協議（発議書及び関

係資料）（平成26年５月12日）

備 考 公文書の件名の欄は、平成26年６月23日付け26原第128号による公文書一

部開示決定通知書別紙（開示対象文書一覧）の表中に記載されている番号、

文書の内容、文書種別及び年月日を記載している。
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別紙

審査会の処理経過

年 月 日 処 理 内 容

平成２６年１０月 １日 ・諮問書受付

平成２６年１０月 ６日 ・実施機関に一部開示決定理由説明書の提出を要求

平成２６年１１月 ４日 ・実施機関が一部開示決定理由説明書を提出

平成２６年１１月 ７日 ・異議申立人に一部開示決定理由説明書を送付

・異議申立人に一部開示決定理由説明書に対する意見書の

提出を要求

平成２６年１２月 ３日 ・異議申立人が一部開示決定理由説明書に対する意見書を

提出

平成２８年 １月 ８日 ・異議申立ての経過説明

（第２３９回審査会） ・審議

平成２８年 ３月 ２日 ・実施機関から一部開示決定理由に対する意見を聴取

（第２４１回審査会） ・審議

平成２８年 ４月１２日 ・審議

（第２４２回審査会）

平成２８年 ５月２０日 ・審議

（第２４３回審査会）

平成２８年 ６月１７日 ・審議

（第２４４回審査会）
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